
�愛媛県告示第１４２４号
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創

出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成３年法

律第５７号。以下「法」という。）第４条第１項又は第５条第

１項の認定の申請において、中小企業における労働力の確保

及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進

に関する法律施行規則（平成３年通商産業省・労働省令第３

号。以下「省令」という。）第１条第２項ただし書又は第２

条第２項ただし書の規定に基づき申請書の添付書類の一部又

は全部を省略しようとする場合に知事に提出しなければなら

ない書面の提出方法を次のように定め、告示の日から施行す

る。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 法第４条第１項の認定を受けようとする事業協同組合等

又は中小企業者が省令第１条第２項ただし書の規定に基づ

き同項各号のいずれかの書類の添付を省略しようとすると

きは、同条第１項の申請書及びその写しと併せて、その省

略しようとする書類に記載された事項を閲覧するために必

要なホームページアドレス（使用する自動公衆送信装置（

著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第９号の５

イに規定する自動公衆送信装置をいう。）のうちその用に

供する部分をインターネットにおいて識別するための文字

、番号、記号その他の符合又はこれらの結合であって、情

報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力す

ることによって当該情報の内容を閲覧することができるも

のをいう。）を記載した書面を提出しなければならない。

２ 前項の規定は、法第５条第１項の認定を受けようとする

事業協同組合等又は中小企業者が省令第２条第２項ただし

書の規定に基づき同項各号の書類の添付を省略しようとす

る場合について準用する。

�������
�愛媛県告示第１４２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任

した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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�愛媛県告示第１４２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市松神子土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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告 示

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 繁 新居浜市松神子２丁目８－１９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 中 弘 文 松山市馬木町６８－２

〃 野 本 剛 三 松山市馬木町１５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 易 正 男 新居浜市松神子２丁目７－３１
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�愛媛県告示第１４２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市三芳土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１４２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市吉岡土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１４２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市玉津土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 松 木 正 西条市三芳２１２０番地

〃 藤 原 靖 久 西条市三芳２０６１番地

〃 � 松 好 和 西条市三芳２０２２番地

〃 垂 水 波四郎 西条市三芳１９８６番地

〃 内 藤 彊 西条市三芳１１９７番地

〃 中 島 一 夫 西条市三芳１４９８番地

〃 日和佐 廣 昭 西条市三芳１０８４番地

〃 垂 水 司 西条市三芳１９６４番地

〃 行 本 清 西条市三芳１６８８番地２

〃 行 本 堯 西条市三芳１６１９番地２

〃 近 藤 利 夫 西条市三芳１１９０番地

〃 武 田 秋 義 西条市三芳２０４番地

〃 渡 邉 信 義 西条市三芳１７２２番地１

〃 莖 田 常 秋 西条市三芳１９８０番地

監 事 青 野 道 男 西条市三芳１１１０番地

〃 垂 水 實 西条市三芳９１７番地

〃 豊 田 明 夫 西条市三芳２１６７番地２

〃 安 藤 治 見 西条市三芳１８０１番地１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 松 木 正 西条市三芳２１２０番地

〃 藤 原 幸 雄 西条市三芳２０６１番地

〃 � 松 好 和 西条市三芳２０２２番地

〃 垂 水 波四郎 西条市三芳１９８６番地

〃 内 藤 彊 西条市三芳１１９７番地

〃 高 橋 清 忠 西条市三芳１６６６番地１

〃 日和佐 廣 昭 西条市三芳１０８４番地

〃 垂 水 司 西条市三芳１９６４番地

〃 行 本 清 西条市三芳１６８８番地２

〃 行 本 堯 西条市三芳１６１９番地２

〃 近 藤 利 夫 西条市三芳１１９０番地

〃 武 田 秋 義 西条市三芳２０４番地

〃 渡 邉 信 義 西条市三芳１７２２番地１

〃 莖 田 常 秋 西条市三芳１９８０番地

監 事 青 野 道 男 西条市三芳１１１０番地

〃 垂 水 實 西条市三芳９１７番地

〃 豊 田 明 夫 西条市三芳２１６７番地２

〃 安 藤 治 見 西条市三芳１８０１番地１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 越 智 孟 也 西条市石延１１４番地

〃 鎌 田 明 西条市安用出作１５０番地１

〃 越 智 市 郎 西条市安用甲７４５番地１

〃 宮 田 隆 司 西条市上市５６番地

〃 渡 部 雅 敏 西条市上市２０３番地

監 事 越 智 光 明 西条市安用甲２９１番地１

〃 大 西 利 明 西条市安用５８０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 喜代晴 西条市広岡４１０番地

〃 越 智 市 郎 西条市安用甲７４５番地１

〃 櫛 部 喜久雄 西条市上市甲５９０番地１

〃 越 智 孟 也 西条市石延１１４番地

〃 鎌 田 明 西条市安用出作１５０番地１

〃 宮 田 隆 司 西条市上市５６番地

監 事 大 西 利 明 西条市安用５８０番地

〃 越 智 光 明 西条市安用甲２９１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 加 金 次 西条市玉津２４６－２

〃 越 智 良 和 西条市玉津３２４－２

〃 川 上 広士良 西条市玉津４０４

〃 越 智 敦 西条市玉津３１２

〃 星 加 一 二 西条市玉津３１７

〃 日 野 恒 利 西条市玉津３１１－１

監 事 越 智 敏 行 西条市玉津３４３－２

〃 矢 野 一 夫 西条市玉津３９７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 毅 西条市玉津３１４

愛 媛 県 報平成１７年７月１９日 第１６７７号

７６２
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�愛媛県告示第１４３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、周桑郡小松町第三土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１４３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、周桑郡小松町妙口北川土地改良区から次のとおり役

員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１４３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市北方土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 星 加 信 市 西条市玉津３１８－７

〃 白 木 雅 章 西条市玉津３８８－２

〃 浅 木 譲 西条市玉津１９７

〃 星 加 幹 樹 西条市玉津２８４－２

〃 白 木 孝 明 西条市玉津２８１－１

監 事 矢 野 正 次 西条市玉津２８３

〃 星 加 満 則 西条市玉津４０８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 博 明 西条市小松町北川１４１番地１

〃 森 山 智 年 西条市小松町北川２８０番地２

〃 青 山 一 美 西条市小松町北川２７５番地１

〃 野 村 頼 夫 西条市小松町北川３９１番地１

〃 高 橋 康 夫 西条市小松町北川１６４番地６

監 事 真 鍋 駒 次 西条市小松町北川２８３番地第２

〃 三 村 康 行 西条市小松町北川２２８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戸 田 博 明 西条市小松町北川１４１番地１

〃 戸 田 時 唯 西条市小松町北川２７４番地１

〃 宇佐美 通 晴 西条市小松町北川３８３番地

〃 高 橋 才 司 西条市小松町北川２５４番地

〃 戸 田 登 西条市小松町北川１７６番地２

監 事 真 鍋 駒 次 西条市小松町北川２８３番地第２

〃 三 村 康 行 西条市小松町北川２２８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 重 信 西条市小松町妙口甲１０４番地

〃 参 川 忠 男 西条市小松町妙口甲１５４６番地２

〃 塩 崎 進 西条市小松町妙口甲１６２３番地

〃 村 上 好 典 西条市小松町妙口甲１４８番地３

〃 伊 藤 篤 志 西条市小松町妙口甲１４８６番地２

〃 今 井 章 雅 西条市小松町北川１５１番地２

〃 森 山 恭 二 西条市小松町北川２６９番地１

〃 佐 伯 嘉 友 西条市小松町南川甲１６１番地３

監 事 今 井 勝 二 西条市小松町妙口甲１５１０番地

〃 三 木 勇 西条市小松町北川２１１番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 参 川 忠 男 西条市小松町妙口甲１５４６番地２

〃 戸 田 邦 清 西条市小松町妙口甲１５５５番地３

〃 塩 崎 進 西条市小松町妙口甲１６２３番地

〃 村 上 好 典 西条市小松町妙口甲１４８番地３

〃 戸 田 榮 助 西条市小松町妙口甲１５３４番地３

〃 戸 田 武 西条市小松町北川１３６番地２

〃 森 山 久 雄 西条市小松町北川２６９番地１

〃 青 野 克 之 西条市小松町妙口甲１１５０番地１

監 事 今 井 勝 二 西条市小松町妙口甲１５１０番地

〃 三 木 洋 西条市小松町北川３７８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 下 長 義 東温市北方１２５３番地１

〃 石 谷 光 信 東温市北方１４６１番地２

〃 橋 本 政 雄 東温市北方２４３１番地１

〃 宇和川 輝 彦 東温市北方１７６０番地

〃 佐 伯 優 東温市北方２７０６番地

〃 渡 部 房 男 東温市北方２８３７番地１

〃 渡 部 一 敏 東温市北方２８１番地

〃 松 本 康 良 東温市北方６３３番地

〃 渡 部 慎 吉 東温市北方７５２番地

〃 高須賀 良 蔵 東温市北方２４１１番地

〃 桑 原 正 敏 東温市北方２９１２番地３

〃 松 本 順 一 東温市北方３１８７番地

〃 弓 矢 英 明 東温市北方２２３４番地

監 事 宇和川 直 人 東温市北方８１６番地３

〃 松 本 利 雪 東温市北方７１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 健 介 東温市北方１７５３番地

〃 佐 伯 優 東温市北方２７０６番地

〃 寺 阪 亀 義 東温市北方２４５１番地１

〃 北 下 長 義 東温市北方１２５３番地１

〃 高須賀 良 蔵 東温市北方２４１１番地

愛 媛 県 報平成１７年７月１９日 第１６７７号

７６３



�������
�愛媛県告示第１４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市南方土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市奥松瀬川土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

〃 成 川 耕 造 東温市北方２２８８番地

〃 二 神 光 行 東温市北方１３３１番地

〃 松 川 茂 東温市北方３０３５番地

〃 江 戸 良 輔 東温市北方２８３５番地２

〃 松 本 康 良 東温市北方６３３番地

〃 渡 部 慎 吉 東温市北方７５２番地

〃 渡 部 信 生 東温市北方２８４番地

〃 和 田 照 男 東温市北方３０８９番地

監 事 高須賀 英 隆 東温市北方８９０番地

〃 花 山 晴 男 東温市北方２４５２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 光 躬 東温市南方５７７番地

〃 越 智 義 正 東温市南方４２４番地

〃 田野岡 幸 雄 東温市南方２２番地

〃 渡 部 泉 東温市南方１７１番地

〃 渡 部 桂 東温市南方６２９番地６

〃 高 木 国 雄 東温市南方７２９番地

〃 高須賀 正 博 東温市南方６７８番地

〃 前 田 稔 東温市南方１４４６番地

〃 近 藤 公 悳 東温市南方１６４３番地１

〃 高 須 公 義 東温市南方１３４８番地１

〃 松 木 良 彰 東温市南方１７２９番地

〃 渡 部 時 夫 東温市南方１７９５番地１

〃 田井野 行 村 東温市南方１７１７番地

〃 高 市 忠 勇 東温市南方２０８１番地

〃 細 川 哲 雄 東温市南方２０７９番地

〃 菅 野 久 則 東温市南方２５２８番地２

〃 渡 部 秀 男 東温市南方２４８０番地

〃 渡 部 光 国 東温市南方２７５１番地

〃 和 田 久 幸 東温市南方２７０５番地

〃 桑 原 保太郎 東温市南方１２０６番地

監 事 細 川 義 文 東温市南方２４００番地

〃 高須賀 豊 東温市南方１４８０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 中 光 躬 東温市南方５７７番地

〃 渡 部 秀 男 東温市南方２４８０番地

〃 田野岡 幸 雄 東温市南方２２番地

〃 越 智 義 正 東温市南方４２４番地３

〃 渡 部 泉 東温市南方１７１番地

〃 渡 部 桂 東温市南方６２９番地６

〃 高 市 富 男 東温市南方２４１５番地

〃 高 木 国 雄 東温市南方７２９番地

〃 高須賀 正 博 東温市南方６７８番地

〃 前 田 稔 東温市南方１４４６番地

〃 首 藤 昌 計 東温市南方１０３２番地

〃 近 藤 公 悳 東温市南方１６４３番地１

〃 高須賀 新 東温市南方１７５５番地

〃 田井野 行 村 東温市南方１７１７番地

〃 高須賀 司 東温市南方１７３０番地

〃 宮 本 敏 東温市南方２０７３番地

〃 菅 野 修 東温市南方２５１３番地３

〃 菅 野 正 文 東温市南方１１９０番地

〃 和 田 雅 隆 東温市南方２７１７番地１

〃 和 田 計 之 東温市南方２７１６番地

監 事 渋 谷 宗 義 東温市南方２５２番地２

〃 渡 部 悦 也 東温市南方１８１６番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 篠 森 清 一 東温市松瀬川４１６番地

〃 篠 森 孝 典 東温市松瀬川１２９６番地１

〃 大 石 善太郎 東温市松瀬川２４７９番地

〃 今 井 正 和 東温市松瀬川３５４０番地

〃 渡 部 義 友 東温市松瀬川１０８６番地１

〃 森 頼 雄 東温市松瀬川３７６８番地

〃 渡 部 正 助 東温市松瀬川２１３３番地２

〃 渡 部 宏 治 東温市松瀬川１３４２番地

監 事 花 山 光 重 東温市松瀬川７６番地９

〃 今 井 義 則 東温市南方１４０８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 篠 森 清 一 東温市松瀬川４１６番地

〃 大 石 善太郎 東温市松瀬川２４７９番地

〃 佐 伯 勝 彌 東温市松瀬川１０８３番地

〃 今 井 正 和 東温市松瀬川３５４０番地

〃 今 井 公 秋 東温市松瀬川１５３８番地１

〃 渡 部 正 助 東温市松瀬川２１３３番地２

〃 渡 部 宏 治 東温市松瀬川１３４２番地

〃 橋 本 衛 陳 東温市松瀬川１１９１番地

監 事 花 山 光 重 東温市松瀬川７６番地９

〃 今 井 義 則 東温市松瀬川１４０８番地
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により、東温市松瀬川土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市揚畑田土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市吉久土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市西岡土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 岡 正 東温市松瀬川１６０番地

〃 三津山 光 生 東温市松瀬川２１３番地

〃 寺 田 利 重 東温市松瀬川４７７番地

〃 仙 波 是 敏 東温市松瀬川６７３番地

〃 酒 井 源 雄 東温市松瀬川２３６番地５

〃 高須賀 徹 彰 東温市松瀬川８２０番地

〃 田野岡 敏 郎 東温市松瀬川１０４２番地１

〃 渡 部 政 近 東温市松瀬川１０２１番地２８

〃 加 藤 正 志 東温市松瀬川６９８番地１

〃 渋 谷 行 政 東温市南方１３０番地

監 事 三津山 保 生 東温市松瀬川２０７番地

〃 仙 波 昭 一 東温市松瀬川５０８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 恵三郎 東温市松瀬川１９９番地

〃 仙 波 雄 昭 東温市松瀬川５６９番地

〃 大 石 直 久 東温市松瀬川７２番地

〃 酒 井 源 雄 東温市松瀬川２３６番地５

〃 渡 部 敏 治 東温市松瀬川２８１３番地

〃 寺 田 利 重 東温市松瀬川４７７番地

〃 仙 波 是 敏 東温市松瀬川６７３番地

〃 高須賀 徹 彰 東温市松瀬川８２０番地

〃 田野岡 修 東温市松瀬川１０２４番地２

〃 渡 部 浩 東温市松瀬川９８４番地

監 事 大 石 哲 雄 東温市松瀬川８５６番地

〃 田 井 勉 東温市松瀬川２８９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 泰 行 東温市北方１５２４番地

〃 秋 山 稔 東温市北方１６９２番地

〃 江 戸 秀 行 東温市北方１７９５番地

〃 藤 井 謙 東温市北方１６４３番地

〃 加 藤 克 己 東温市松瀬川８２番地

監 事 伊 賀 崇 熙 東温市北方１７４４番地

〃 花 山 茂 昭 東温市北方１７４５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 泰 行 東温市北方１５２４番地

〃 江 戸 秀 行 東温市北方１７９５番地

〃 加 藤 克 己 東温市松瀬川８２番地

〃 秋 山 稔 東温市北方１６９２番地

〃 藤 井 謙 東温市北方１６４３番地

監 事 伊 賀 崇 熙 東温市北方１７４４番地

〃 花 山 茂 昭 東温市北方１７４５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 久 則 東温市吉久５９３番地

〃 渡 部 眞 人 東温市吉久３８番地２

〃 相 原 茂 則 東温市吉久１３１番地

〃 高須賀 哲 東温市吉久２１４番地２

〃 相 原 茂 樹 東温市吉久２７６１番地１

〃 大 西 覚 東温市吉久４１２番地

監 事 古 田 克 徳 東温市吉久５０３番地

〃 相 原 芳 典 東温市吉久２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 芳 典 東温市吉久２３番地

〃 大 西 猛 東温市吉久１３５番地１

〃 大 西 和 重 東温市吉久５５５番地

〃 大 西 栄 二 東温市吉久４２８番地１

〃 福 島 季 一 東温市吉久１９６番地１

監 事 相 原 正 文 東温市吉久２５９番地

〃 古 田 克 徳 東温市吉久５０３番地

〃 相 原 茂 隆 東温市吉久１９４番地
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退 任

�������
�愛媛県告示第１４３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市北吉井土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市北野田土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 賀 功 東温市西岡２０６番地

〃 大 西 喜 良 東温市西岡４５４番地

〃 和 田 一 馬 東温市西岡１２４番地

〃 大 東 久 雄 東温市西岡９８４番地

〃 長 田 武 彦 東温市西岡２２３番地

〃 花 山 順 一 東温市西岡１６０番地

〃 和 田 功 東温市西岡６８２番地

〃 北 岡 保 史 東温市西岡７４８番地３

〃 岡 本 孝 弘 東温市西岡７８０番地

〃 木 村 信 行 東温市西岡５７４番地

監 事 丹生谷 悟 東温市西岡８７４番地

〃 伊 藤 卓 雄 東温市西岡６６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 喜 良 東温市西岡４５４番地

〃 山 内 偉 雄 東温市西岡１３６８番地

〃 大 東 正 雄 東温市西岡１０６８番地２

〃 松 下 通 東温市西岡６５番地１

〃 和 田 義 正 東温市西岡１３６番地

〃 和 田 健 治 東温市西岡１７６番地

〃 大 西 勝 彦 東温市西岡８７０番地

〃 丹生谷 則 篤 東温市西岡１３０番地

〃 北 岡 傳 東温市西岡９５９番地

〃 岡 本 夫美雄 東温市西岡７８４番地２

監 事 松 本 弘 之 東温市西岡７６９番地

〃 山 田 孝 文 東温市西岡１４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 清 美 東温市志津川６４５番地

〃 佐 賀 功 東温市西岡２０６番地

〃 和 田 隆 夫 東温市樋口８３３番地

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

〃 武 智 昭 一 東温市志津川６９２番地

〃 松 本 哲 郎 東温市志津川１８６８番地

〃 氏 家 武 雄 東温市横河原１８４番地

〃 高須賀 四 郎 東温市志津川８１３番地

〃 大 西 時 男 東温市樋口１１２６番地２

〃 加 藤 幸 寿 東温市樋口８６番地１２

〃 和 田 定 一 東温市樋口１２５１番地

〃 岡 本 孝 弘 東温市西岡７８０番地

〃 大 西 喜 良 東温市西岡４５４番地

〃 花 山 順 一 東温市西岡１６０番地

監 事 伊 藤 正 夫 東温市志津川１８２２番地

〃 寺 澤 房 和 東温市志津川１１３番地

〃 和 田 久 弘 東温市樋口９３０番地

〃 伊 藤 卓 雄 東温市西岡６６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 隆 夫 東温市樋口８３３番地

〃 大 西 喜 良 東温市西岡４５４番地

〃 佐 伯 清 美 東温市志津川６４５番地

〃 和 田 吉 人 東温市志津川１４６９番地

〃 高須賀 四 郎 東温市志津川８１３番地２

〃 氏 家 武 雄 東温市横河原１８４番地

〃 渡 部 正 信 東温市志津川１２９８番地２

〃 松 本 哲 郎 東温市志津川１８６８番地

〃 山 内 偉 雄 東温市西岡１３６８番地

〃 和 田 義 正 東温市西岡１３６番地

〃 和 田 健 治 東温市西岡１７６番地

〃 和 田 定 一 東温市樋口１２５１番地

〃 加 藤 幸 寿 東温市樋口８６番地１２

〃 大 西 時 雄 東温市樋口１１２６番地２

監 事 末 光 良 男 東温市志津川１４１７番地

〃 末 光 榮次郎 東温市志津川６１１番地

〃 和 田 久 弘 東温市志津川９３０番地

〃 松 本 弘 之 東温市西岡７６９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 牧 秀 宣 東温市北野田６６３番地

〃 安 井 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 東 倉 又 計 東温市北野田１１１番地１

〃 高 見 隆 雄 東温市北野田１３７番地

〃 野 口 誠 東温市北野田１６２番地１

〃 松 田 宣 武 東温市北野田６３２番地

〃 相 原 英 昭 東温市北野田８３３番地２

〃 八 塚 長 規 東温市北野田８３８番地

〃 八 塚 利 治 東温市北野田７７８番地

監 事 相 原 秀 行 東温市北野田７９４番地

〃 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

愛 媛 県 報平成１７年７月１９日 第１６７７号
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�愛媛県告示第１４４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市南野田土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市志津川土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東温市牛渕上井手土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 牧 秀 宣 東温市北野田６６３番地

〃 高 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 東 倉 又 計 東温市北野田１１１番地１

〃 岡 田 武 範 東温市北野田３１９番地

〃 野 口 誠 東温市北野田１６２番地１

〃 安 井 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 相 原 宏 徳 東温市北野田６５２番地

〃 松 田 宣 武 東温市北野田６３２番地

〃 八 塚 長 規 東温市北野田８３８番地

〃 八 塚 利 治 東温市北野田７７８番地

監 事 相 原 秀 行 東温市北野田７９４番地

〃 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 明 賀 正 宏 東温市南野田３３０番地

〃 樋 口 正 憲 東温市南野田３４２番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

〃 八 塚 勇 東温市南野田５６８番地２

〃 高 橋 幾 八 東温市南野田４３番地

〃 明 賀 利 保 東温市南野田２５４番地２

〃 大 西 秋 夫 東温市南野田２８９番地

〃 佃 忠 明 東温市南野田７２３番地

〃 伊 須 公 夫 東温市南野田６１３番地３

〃 桐 野 猛 東温市南野田６３２番地３

〃 平 岡 透 東温市南野田４７５番地

〃 東 喜志雄 東温市北野田３８９番地１

監 事 大 西 輝 美 東温市南野田１６０番地

〃 束 村 良 正 東温市南野田１６８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 束 村 賢 三 東温市南野田２３０番地２

〃 明 賀 正 宏 東温市南野田３３０番地

〃 坂 本 武 義 東温市南野田２８３番地

〃 大 川 正 敏 東温市南野田４７３番地

〃 東 喜志雄 東温市北野田３８９番地１

〃 明 賀 功 東温市南野田５３８番地３

〃 高 橋 幾 八 東温市南野田４３番地

〃 樋 口 正 憲 東温市南野田３４２番地

〃 大 川 宣 敏 東温市南野田６１０番地３

〃 明 賀 優 東温市南野田２６５番地

〃 佃 忠 明 東温市南野田７２３番地

〃 桐 野 彰 紀 東温市南野田６４４番地

監 事 大 西 輝 美 東温市南野田１６０番地

〃 束 村 正 嗣 東温市南野田２３１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 清 美 東温市志津川６４５番地

〃 高須賀 四 郎 東温市志津川８１３番地２

〃 氏 家 武 雄 東温市横河原１８４番地

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

〃 豊 田 守 重 東温市志津川５２７番地１

〃 高 塚 三 郎 東温市志津川５８３番地

〃 武 智 昭 一 東温市志津川６９２番地

〃 山 内 國 義 東温市志津川１２５９番地

〃 露 口 博 臣 東温市志津川１５２５番地

〃 和 田 定 良 東温市志津川１４２３番地

〃 木 村 一 正 東温市志津川１３７０番地

〃 朝 倉 光 浩 東温市志津川１７２１番地

〃 松 本 哲 郎 東温市志津川１８６８番地

監 事 寺 澤 房 和 東温市志津川５０７番地１

〃 伊 藤 正 夫 東温市志津川１８２２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 清 美 東温市志津川６４５番地

〃 渡 部 正 信 東温市志津川１２９８番地２

〃 高須賀 四 郎 東温市志津川８１３番地２

〃 氏 家 武 雄 東温市横河原１８４番地

〃 和 田 吉 人 東温市志津川１４６９番地１

〃 森 省 三 東温市志津川５１４番地

〃 高 塚 三 郎 東温市志津川５８３番地１

〃 武 智 昭 一 東温市志津川６９２番地

〃 宮 倉 忠 徳 東温市志津川１５３１番地

〃 松 本 哲 郎 東温市志津川１８６８番地

〃 伊 藤 正 夫 東温市志津川１８２２番地

〃 浅 倉 光 浩 東温市志津川１７２１番地２

〃 水 田 康 雄 東温市志津川１３９４番地３

監 事 末 光 良 男 東温市志津川１４１７番地

〃 末 光 榮次郎 東温市志津川６１１番地

愛 媛 県 報平成１７年７月１９日 第１６７７号
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平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が退任

した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１４４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、一本松町土地改良区から次のとおり役員が退任した

旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１４６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、大洲市土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、大洲市土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 西 良 孝 東温市牛渕７６３番地１

〃 大 北 英 彦 東温市牛渕１３９４番地２

〃 大 西 茂 徳 東温市牛渕５７３番地

〃 高須賀 明 東温市牛渕１２９６番地

〃 大 北 守 東温市牛渕１４５１番地

〃 井 門 恒 東温市牛渕６６３番地

〃 大 北 正 明 東温市牛渕１５０２番地

〃 大 北 英 明 東温市牛渕１３００番地

〃 大 北 吉 直 東温市牛渕５７４番地

〃 戒 能 久 志 東温市牛渕１４５９番地３

監 事 大 北 平 太 東温市牛渕１５３１番地１

〃 八 木 里 美 東温市牛渕７７３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 北 守 東温市牛渕１４５１番地

〃 大 西 良 孝 東温市牛渕７６３番地１

〃 大 西 茂 徳 東温市牛渕５７３番地

〃 井 門 恒 東温市牛渕６６３番地

〃 大 北 正 明 東温市牛渕１５０２番地

〃 高須賀 明 東温市牛渕１２９６番地

〃 安 井 務 東温市牛渕５８８番地１

〃 大 北 英 明 東温市牛渕１３００番地

〃 由 井 昴 東温市牛渕１５５５番地

〃 戒 能 久 志 東温市牛渕１４５９番地３

監 事 大 北 平 太 東温市牛渕１５３１番地１

〃 八 木 里 美 東温市牛渕７７３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 敏 今治市松木２９３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 菊 地 信 武 愛南町増田５３８５番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

団体営農道整備事業 成畑地区 平成１７年３月２２日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 東大洲地区 平成１７年３月２５日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１２）第１４６８４号 平成１３年
１月１５日 �松本組 松本 龍次 大洲市柚木４８２－４ 平成１７年

６月３日 大工工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第９５９４号 平成１４年
９月３日 昭和建設� 水田 勝也 今治市菊間町浜２１０－

２
平成１７年
６月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１６）第１４３７９号 平成１６年
１０月１９日 井上建設 井上敏壽美 伊予郡松前町大字出作

８０８－６
平成１７年
６月１５日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１７年７月１９日 第１６７７号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

地方税電子申告システム用機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

地方税電子申告システム用機器一式（ハードウェア一

式、ソフトウェア一式、保守一式、搬入、設置、配線、

調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び入札仕様書による。

� 借入期間

平成１７年１０月１日から平成２２年９月３０日まで

� 借入場所

入札仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「レ

ンタル・リース」について平成１７年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者

で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 国または地方公共団体において、本入札案件または類

似したシステムの調達及び構築の実績があること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局税務課オンライン管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９４１―２１１１ 内線２２０５

� 入札書の受領期限

平成１７年８月３１日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�愛媛県告示第１４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１２）第１４５５７号 平成１２年
７月２７日 �柏原建設 柏原 義弘 八幡浜市１５３６－８ 平成１７年

６月１５日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１２）第２９３９号 平成１２年
７月２８日 �美川建設 西山 公彦 上浮穴郡久万高原町日

野浦８３６
平成１７年
６月１６日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１３）第１０４０２号 平成１４年
１月１６日 �せとうち総業 鴨川 敬彦 今治市東村南１－８－

４３
平成１７年
６月２０日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１４）第６８２３号 平成１４年
８月６日 亀田工業 亀田 學 今治市宮下町３－甲１５

３６
平成１７年
６月２２日 左官工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２２３３号 平成１３年
４月２０日 伊予設備 荒木 章 南宇和郡愛南町御荘長

洲１３４５－４
平成１７年
６月２３日

土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第３４４３号 平成１２年
８月３１日 今村工務店 今村 隆夫 西予市城川高野子４２８４

－１
平成１７年
６月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１８７６号 平成１４年
１０月３１日 伊藤索道工業� 伊藤榮二郎 西条市下島山甲２５０４－

５
平成１７年
６月２９日 土木工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市小松町新屋敷字三ノ坪甲１０５２番１地先から

同町新屋敷字白坪甲１０３２番４まで

旧 ８．８～１２．５ ０．１７９

新 ８．８～１２．５
１１．４～４４．５

０．１７９
０．２１１
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平成１７年７月１９日（火）から８月３０日（火）までの執

務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ）に�に掲げる場所で
交付する。

� 開札の日時及び場所

平成１７年８月３１日（水）午後２時

愛媛県庁第２別館５階第３会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書

に定める入札参加資格審査申請書（以下「申請書」とい

う。）を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けなけ

ればならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受付期間

平成１７年７月１９日（火）から８月２日（火）の執務

時間中

イ 受付場所

３の�
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Local Tax electronic declaration System，１set

� Time limit of tender：２：００ P．M．，３１ August２００５
� For further information，please contact： Tax Online
Management Section，Tax Affairs Division，Administrative
Subdepartment，General Affairs Department，Ehime
Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，
Ehime７９０―８５７０ Japan Tel０８９―９１２―２２０５
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愛媛県介護支援専門員実務研修受講試験の実施につい

て

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３５条の２第

１項に規定する平成１７年度愛媛県介護支援専門員実務研修受

講試験を次のとおり実施する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成１７年１０月２３日（日）午前１０時

２ 試験の場所

次に掲げる場所のうちから、受験者ごとに指定する。

� 松山市文京町４番地２ 松山大学

� 松山市久万ノ台１１２番地 愛媛県立松山盲学校

３ 受験申込書の提出期間

平成１７年８月１６日（火）から２９日（月）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験申込書の請求先

� 愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

� 各地方局健康福祉環境部地域福祉課

５ 受験申込書の提出先

〒７９０―８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

電話番号 ０８９―９１２―２４３２

�������
�公 告

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、松山市に係る農業振興地域を

指定したので、農業振興地域の指定（北条市）（昭和４７年１

月１１日付け公告）、農業振興地域の指定（松山市）（昭和４８

年３月２７日付け公告）及び農業振興地域の指定（中島町）（

昭和４８年３月２７日付け公告）の全部を次のように改正する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

松山地域

２ 区域

松山市のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の市街化区域、松山広域都

市計画公園７・５・４（湧ヶ淵公園）及び松山広域都市計

画公園９・６・１（愛媛県営総合運動公園）、自然公園法

（昭和３２年法律第１６１号）の国立公園の第１種特別地域、

愛媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の

県立自然公園の特別地域の一部、港湾法（昭和２５年法律第

２１８号）の港湾隣接地域、松山空港、市営住宅三光団地、

安居島の区域、高浜町、浅海原、北条辻、小浜、神浦、吉

木、畑里、中島粟井、上怒和、元怒和、津和地及び二神の

区域の一部並びに農用地等として利用できない森林）を除

いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え

置いて縦覧に供する。
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、砥部町に係る農業振興地域を
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指定したので、農業振興地域の指定（砥部町）（昭和４８年３

月２７日付け公告）及び農業振興地域の指定（広田村）（昭和

４８年９月１８日付け公告）の全部を次のように改正する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

砥部地域

２ 区域

砥部町のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の市街化区域、松山広域都

市計画公園９・６・１（愛媛県営総合運動公園）及び農用

地等として利用できない森林）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え

置いて縦覧に供する。
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、大洲市に係る農業振興地域を

指定したので、農業振興地域の指定（大洲市）（昭和４５年３

月３１日付け公告）、農業振興地域の指定（長浜町）（昭和４５

年３月３１日付け公告）、農業振興地域の指定（肱川町）（昭

和４６年２月１６日付け公告）及び農業振興地域の指定（河辺村

）（昭和４７年１月１１日付け公告）の全部を次のように改正す

る。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

大洲地域

２ 区域

大洲市のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の用途地域、臨港地区及び

長浜都市計画公園１（住吉公園）、自然公園法（昭和３２年

法律第１６１号）の国立公園の特別地域、愛媛県県立自然公

園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の県立自然公園の特

別地域の一部、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）の港湾隣

接地域、長浜町青島、長浜町晴海及び長浜町拓海の区域、

長浜町仁久、長浜、長浜町黒田及び長浜町沖浦の区域の一

部並びに農用地等として利用できない森林）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局に備

え置いて縦覧に供する。
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、内子町に係る農業振興地域を

指定したので、農業振興地域の指定（内子町）（昭和４７年１

月１１日付け公告）、農業振興地域の指定（五十崎町）（昭和

４７年１月１１日付け公告）及び農業振興地域の指定（小田町）

（昭和４８年９月１８日付け公告）の全部を次のように改正する

。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

内子地域

２ 区域

内子町のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の用途地域、愛媛県県立自

然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の県立自然公園

の特別地域及び農用地等として利用できない森林）を除い

た区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局に備

え置いて縦覧に供する。
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定に基づき、鬼北町に係る農業振興地域を

指定したので、農業振興地域の指定（広見町）（昭和４５年３

月３１日付け公告）及び農業振興地域の指定（日吉村）（昭和

４７年１１月１４日付け公告）の全部を次のように改正する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称

鬼北地域

２ 区域

鬼北町のうち、次の図面の赤色で着色した部分（大字近

永の区域、大字出目の区域の一部及び農用地等として利用

できない森林）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県宇和島地方局に備

え置いて縦覧に供する。
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生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に

基づき、生産事業者講習会を次のとおり行う。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成１７年８月１９日（金） ９時

２ 開催の場所

上浮穴郡久万高原町菅生

愛媛県林業技術センター展示研修施設研修室

３ 受験申込期限

平成１７年８月１６日（火）まで。ただし、郵送による場合

は、同日までの消印があるものは、受け付ける。

４ 受験申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局森林林業課若しくは農林水産部森

林局森林整備課
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１９日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

運転免許管理用電子計算システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

運転免許管理用電子計算システム一式（ハードウェア

一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等

一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年１月１日から平成２２年１２月３１日まで

� 借入場所

愛媛県運転免許センターほか

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３１

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後１時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
The electronic calculation system for management of
driver's license，１Set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２９ August，２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

指紋情報管理システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

指紋情報管理システム一式（ハードウェア一式、ソフ

トウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年１月１日から平成２２年１２月３１日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部ほか

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。
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また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３１

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後２時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後２時００分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
Fingerpint information management system，１Set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２９ August，２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

放置駐車違反対策関連中央システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

放置駐車違反対策関連中央システム一式（ハードウェ

ア一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、配線、調整

等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１８年２月１日から平成２３年１月３１日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。
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� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３１

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後２時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後２時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be leased：
A central system for an anti―parking violation measure，
１Set

� Time limit of tender：２：３０ p．m．，２９ August，２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３

Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３１
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ＡＰＲ形移動用無線機の購入

� 購入物品名及び数量

ＡＰＲ形移動用無線機（ＡＰＲ－ＭＬ１） １５１式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１８年２月２４日

� 納入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」について平

成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３２

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後３時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後３時００分

愛媛県警察本部 第一会議室
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人事委員会規則

任 免 辞 令

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Portable APR radio１５１ Units

� Time limit of tender：３：００ p．m．，２９ August，２００５
� For further information，please contact： Supplies
Procurement Section，Finance Division，Administration
Department，Ehime Prefectural Police Headquarters，
２―２Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７３
Japan
TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２３２

�愛媛県人事委員会規則７－１０１２
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正す

る規則を次のように定める。

平成１７年７月１９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改

正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委

員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

別表第２０ １ 大学卒の部中五 大学４卒の項を六 大学

４卒の項とし、四 大学専攻科卒の項を五 大学専攻科卒の

項とし、三 大学６卒の項を四 大学６卒の項とし、二 修

士課程修了の項の次に次のように加える。

三 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

別表第２２修士課程修了の項の次に次のように加える。

専門職学位課程修了 １８年 ＋ ２ 年 ＋ ４ 年 ＋ ６ 年 ＋ ９ 年

別表第２９から別表第３１までの規定中「修士課程修了」を
「

修士課程修了
に改める。

専門職学位課程修了」

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�任免辞令
６月１９日

愛媛県事務吏員 二 宮 博 志

死亡
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